
学校だより 
  

 

 

 

            

平成２７年１２月２５日  

練馬区立南田中小学校 
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「年中行事」を大切に 

校長  星 美登里  

 12月 22日は冬至でした。この日、ある保護者の方から、たくさんのゆずの実を 

いただきました。さっそく各教室の子供たちに見せました。21日(月)の全校朝会 

（放送朝会）でも、冬至とゆず湯についての話をしたので、校長室前のコーナーに

も置かせていただきました。ゆずのさわやかな甘酸っぱい香りで、しばしリフレッ

シュできました。みんなを温かい気持ちにしていただき、ありがとうございました。 

冬至の夜、ゆず湯に入ったお子さんもいらしたのではないでしょうか。ゆず湯に

入ると 1年間風邪をひかないといわれています。ゆずには、血行を促進して体を温

めて風邪を予防する働きがあり、果肉に含まれるクエン酸やビタミンＣによる美肌効果もあるそうです。さらに、

香りによるリラックス効果もあり、心の元気にもつながります。ゆず湯は、寒い冬を元気に乗り切ろうという昔

の人の知恵の一つなのです。 

また、校長室前のゆずをご覧になった別の保護者の方と、こんな話をしました。 

「私が子供の頃も、冬至の日のお風呂はゆず湯でした。母親が準備したのです。今となって思えば、母親が子供

たちに経験させたかったのだなあと感じています。」 

私はそのお話を聞いて、二つのことに共感しました。一つは、子供たちに関わる大人が、子供たちに「年中行

事」を伝えることは、子供たちの日本文化への理解につながるということです。四季の変化がある日本には、そ

れぞれの季節に意味を込めて祝い、感謝するような「年中行事」がたくさんあります。これらは、季節感を大切

にした日本の伝統的な文化で、一つひとつの行事には幸せを願うことを基本とした深い意味があり、日本人の昔

からの知恵や心がたくさん詰まったものばかりなのです。もう一つは、「年中行事」を通して、毎年同じような時

に同じような経験を重ねることで、その経験を他の人と共有でき、人とのかかわりを豊かにできることです。ゆ

ず湯を通して、親子で楽しい会話が弾んだご家庭もあることでしょう。その日、お会いしたお二人の保護者と私

もまさにそうでした。「ゆず湯」という「年中行事」での経験を通して、かかわりが深まったのです。 

明日から冬休みです。年末年始のこの時期は、大晦日、正月にかかわる昔からの「年中行事」をたくさん経験

でき、親戚のかたなどとお会いする子供たちもいることでしょう。子供たちは、自国の文化のよき継承者です。

日本人の昔からのよき知恵や心を受け継ぎながら、人との温かい交流ができる「年中行事」を楽しんでいただき

たいと思います。温かい交流は、あいさつとお礼から始まります。お子さんにもしっかりあいさつやお礼をさせ

るよう、よろしくお願いいたします。 

 平成 27年は、私にとって南田中小学校との出会いという特別な年になりました。今までのご支援・ご協力に深

く感謝申し上げます。来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。どうぞよいお年をお迎えください。 

             ～1月の行事予定～   （数字）は学年です 

１２月２６日（土）冬季休業日始 

１２月２９日（火）敷地内立入禁止期間始 

 

1月1日（金）元旦 

3日（日）敷地内立入禁止期間終 

6日（水）校庭開放始 

7日（木）冬季休業日終 

8日（金）午前授業・全校朝会・給食始・身体測定（56）

学区域パトロール（下校時） 

9日（土）外遊び・二分の一成人式（4） 

11日（月）【祝日】成人の日 

12日（火）放送朝会・安全指導・身体測定（34） 

13日（水）外遊び・身体測定（12） 

14日（木）5時間授業・体育朝会・身体測定（み） 

体力ぐんぐんＵＰ始（3月10日まで） 

避難訓練・煙体験ハウス（1）・ 

18日（月）全校朝会・委員会 

19 日（火）みなみ委員会のお知らせ・ユニセフ募金始

校内書き初め展始 

夢の教室（5）・あいさつ運動（5） 

20日（水）外遊び・あいさつ運動（5） 

21日（木）健康朝会・保護者会（456み） 

      あいさつ運動（5）・親子レク（5） 

22日（金）保護者会（123）・親子レク（3） 

      ユニセフ募金終 

25日（月）全校朝会・クラブ 

26日（火）5時間授業 

27日（水）外遊び 

28日（木）5時間授業・学級の時間 

ピティナコンサート（4） 

29日（金）校内書き初め展終 

 

みなみたなか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ １月土曜授業（学校公開）のご案内 

1月 9日（土）に行います。時間割や授業内容に 

つきましては、学年だより・連絡帳等で時間割およ

び授業内容をご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 冬季休業日の生活指導について 

 

 

学校内外において 

（１）区内では自転車走行中の事故が増えていま

す。改めて自転車の乗り方には注意が必要です。

信号のない交差点や横断歩道のない道への飛び

出しなど、道路の正しい横断の仕方をご確認く

ださい。 

（２）ケータイ・スマホ等の所持率の低年齢化が進 

んでいるとの報道がありました。ネットに潜む

危険や友人関係のトラブルなどに巻き込まれる

可能性もあります。家庭でのルールを徹底する

とともに、お子様にも「持つ責任」を自覚させ

るようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）不審者に遭遇した場合は、すぐに警察に連絡

してください。警察官がすぐに現場に駆け付け

ます。二次被害を防ぐことにもなります。 

（４）名前や電話番号等を聞き出す不審電話が区内

で多くかかってきています。お子様が手に取り

やすい場所等に名簿を置かない、「（知っていて

も）教えない」などを改めてご確認ください。 

（５）災害発生時の避難場所や避難の仕方、家庭で

の災害の備えについて、再度ご確認ください。 

（６）冬季休業日は、全国的に金銭にかかわるトラ

ブルが毎年多いようです。ゲームセンターなど

の遊技場への出入りは子供だけで行わないよ

うお声かけください。 

万が一、事故等が発生した場合は、学校までご連

絡いただけますようお願いいたします。 

回答期間が短い中、学校関係者アンケートへ

のご協力いただき、ありがとうございました。

これから集計および内容把握等を行い、次年度

からの教育活動につなげてまいります。 

まだ提出されていない方は、これからでも構

いませんので、ぜひご協力願います。 

 

 

‐食物アレルギー対応について‐ 

 練馬区のマニュアル改訂に伴い、次の対応の

変更がありました。 

①盛り付けられた給食を「減らさない」ことを

基本とする。 

 ②アレルギー対応児童への配膳は専用トレーを

使用する。 

 ③同じ原因食材を個人によって食べられる範囲

ごとに対応することは危険性が高まるため行

わない。 

アレルギー対応が必要な児童だけでなく、一 

緒に生活する友達も大人もこうした対応を知っ

ていることが、より安全・安心な環境をつくっ

ていきます。 

次年度に向けて調査や面談を行います。 

①１月 12日（火）－15日（金） 

問診票の配布・回収（全児童対象） 

 ②１月 21日（木）・22日（金） 保護者会 

  提出書類一式を保護者に担任より配布 

（該当者のみ） 

③３月 31日まで（４月以降になる場合もあります） 

 提出書類の回収・面談 
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充実した生活を送るために 

●小中一貫教育の取組 

（１）「シューズバンク・プロジェクト」に向けて   

  本年度も本校 4 年生が中心となり、フィリピンの子供たちにサイズが合わなくなった靴を贈るプロジ

ェクトを南が丘中学校と南が丘小学校の協力を得て実施します。いらなくなった靴が出ましたら、保管

いただきますようお願いいたします。 

（２）あいさつ運動の実施   

  1月 19日（火）－21日（木）の 3日間、南が丘中学校生徒が登校時間に来校し、5年生と一緒にあい

さつ運動に取り組みます。自分から進んであいさつする意識を高めたいと考えております。 

東京都教育委員会「SNS東京ルール」の紹介 

①一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。 

②自宅でスマホを使わない日をつくろう。 

③必ずフィルタリングを付けて利用しよう。 

④自分や他人の個人情報を載せないようにしよう。 

⑤送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。 


